
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

令

和

三

年

六

月

三

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

定
期
航
空
旅
客
運
送
事
業
者
及
び
国
管
理
空
港
運
営
権
者
へ
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
甚
大
な
影
響
が
長
期
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
安
全
か
つ
安
定
的
な
航
空
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
。

二

危
害
行
為
防
止
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
・
テ
ロ
防
止
対
策
は
、
国
家
安
全
保
障
上
重

要
な
対
策
と
位
置
付
け
、
国
が
責
任
を
も
っ
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示

す
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
危
害
行
為
防
止
基
本
方
針
の
策
定
や
変

更
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
検
討
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
保
安
検
査

に
関
す
る
有
識
者
会
議
を
継
続
し
、
関
係
者
の
議
論
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
。



三

保
安
検
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
保
安
検
査
の
確
実
性
と
旅
客
の
利
便
性
と
の
両
立
を
図
る
た
め
、

保
安
検
査
員
の
処
遇
の
改
善
及
び
保
安
検
査
の
質
の
高
度
化
等
の
保
安
対
策
強
化
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。
ま
た
、
旅
客
等
に
対
し
、
保
安
検
査
の
受
検
の
義
務
付
け
及
び
妨
害
行
為
等
の
場
合
の
罰
則
に

つ
い
て
十
分
な
周
知
を
図
る
こ
と
。

四

保
安
検
査
に
お
け
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
空
港
会
社
、
航
空
会
社
、
保
安
検
査
会
社
等
の
役
割
分
担

の
見
直
し
に
つ
い
て
、
諸
外
国
と
の
比
較
を
十
分
に
行
い
、
期
間
を
定
め
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

五

保
安
検
査
の
適
正
な
費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
旅
客
か
ら
徴
収
し
て
い
る
保
安
料
の
意
義
や
位

置
付
け
、
水
準
の
見
直
し
の
必
要
性
も
含
め
て
、
早
期
に
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。
特
に
、
航
空
会
社

も
費
用
を
負
担
し
て
い
る
現
在
の
制
度
で
は
、
民
間
企
業
の
経
営
状
況
で
そ
の
費
用
に
影
響
が
生
じ
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

六

無
人
航
空
機
の
有
人
地
帯
で
の
補
助
者
な
し
の
目
視
外
飛
行
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
を
最
大
限
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
航
管
理
方
法
に
係
る
許
可
を
行
う
に
際
し
、
飛
行
の
方
法
及
び
場
所
に
応

じ
て
生
じ
る
リ
ス
ク
を
十
分
に
審
査
し
た
上
で
行
う
こ
と
。

七

無
人
航
空
機
は
、
物
流
等
へ
の
幅
広
い
活
用
や
国
民
生
活
の
利
便
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待



さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
技
術
革
新
等
に
よ
る
機
体
の
安
全
性
や
性
能
向
上
等
を
検
証
し
つ
つ
、
無
人
航
空
機

に
係
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
適
宜
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

八

無
人
航
空
機
に
係
る
登
録
講
習
機
関
制
度
等
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
団
体
が
こ
れ
ま
で
に
蓄
積

し
て
き
た
知
見
を
十
分
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
登
録
講
習
機
関
等
が
実
施
す
る
講
習
が
一
定
の
教
育
水

準
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
助
言
・
指
導
を
行
う
こ
と
。

九

ラ
ジ
コ
ン
等
模
型
飛
行
機
の
登
録
申
請
時
の
負
担
の
発
生
等
に
よ
り
、
愛
好
者
が
減
少
し
、
そ
の
も
の

づ
く
り
、
文
化
的
価
値
の
継
承
が
困
難
と
な
る
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
、
手
続
の
在
り
方
等
に
つ
い

て
、
関
係
者
を
交
え
、
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


